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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第68期

第３四半期
累計期間

第69期
第３四半期
累計期間

第68期

会計期間
自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日

自　平成30年４月１日
至　平成30年12月31日

自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

売上高（千円） 15,299,631 17,237,185 20,536,743

経常利益（千円） 947,409 1,330,781 1,089,338

四半期(当期)純利益（千円） 731,009 865,926 863,058

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
― ― ―

資本金（千円） 1,618,888 1,618,888 1,618,888

発行済株式総数（株） 8,143,390 8,143,390 8,143,390

純資産額（千円） 7,676,566 8,536,914 7,783,259

総資産額（千円） 27,729,504 32,313,043 30,128,780

１株当たり四半期(当期)純利益金額

（円）
92.10 109.10 108.73

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ― ―

１株当たり配当額（円） 5.00 5.00 10.00

自己資本比率（％） 27.7 26.4 25.8
 

 

回次
第68期

第３四半期
会計期間

第69期
第３四半期
会計期間

会計期間
自　平成29年10月１日
至　平成29年12月31日

自　平成30年10月１日
至　平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 17.92 39.73
 

(注) １．売上高には、消費税等は含んでおりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半

期会計期間の期首から適用しており、前第３四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標について

は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当第３四半期のわが国経済は、雇用・所得情勢の改善を受けた個人消費の持ち直しや堅調な企業収益により緩や

かな景気拡大が続きました。

　一方、世界経済は、米国では企業収益の改善や好調な雇用環境を背景に回復が続いたものの、中国・欧州では景

気に減速感が見られました。

　さらに、米中貿易摩擦の推移、金融資本市場の動向、各国・地域における地政学的リスクなど引き続き注視が必

要な状況が続いています。　

　このような状況のもと、当社は平成30年８月10日発表の中期経営計画「TGC300」に基づき、お客様との関係強

化、積極的な拡販、新製品の開発、コスト削減に取り組み、当第３四半期累計期間の売上高は17,237,185千円(前

年同期比+1,937,553千円、+12.7%)、営業利益は1,355,712千円(前年同期比+354,784千円、+35.4%)、経常利益は

1,330,781千円(前年同期比+383,372千円、+40.5%)、四半期純利益は865,926千円(前年同期比+134,917千円、

+18.5%)となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

 (感光性材料事業)

半導体向け感光性材料は、IoTによる電子デバイス使用量の大幅増加、およびデータ通信量増大によるDRAMお

よび3次元フラッシュメモリーの需要増、堅調なFPDマーケットにより、各露光波長セグメント共に高い成長率で

販売が継続しました。ナフトキノン系感光性材料はFPD向けを中心に引き続き好調な販売となりました。KrF、

ArF露光向け材料もメモリー向けを中心に好調な販売が継続いたしました。新規EUV世代向け感光性材料の量産化

が進み、新製品販売が増加しました。

この結果、同事業の売上高は9,465,964千円（前年同期比+936,176千円、+11.0％）、営業利益は941,451千円

（前年同期比△93,807千円）となりました。

 

 (化成品事業)

　化成品部門は、IoT化の進む中、需要が旺盛である情報処理向けの半導体メモリー分野や、スマートフォン・

EV（電気自動車）向け部材といった成長率の高い領域において、お客様が生産量を伸ばしていることにより、電

子材料向け高純度合成溶剤製品の販売が堅調に推移しました。一方、香料分野では海外香料メーカーへの販売は

伸び悩んだものの、国内顧客向けのシェア拡大により、全体的には前年並みの販売となりました。

　ロジスティック部門は、顧客満足度向上に努めた結果、タンク契約率、回転率共に高水準で推移しておりま

す。

この結果、同事業の売上高は7,771,220千円（前年同期比+1,001,377千円、+14.8%)、営業利益は414,261千円

（前年同期比+448,591千円）となりました。

 

財政状態は、前事業年度末対比で次のとおりであります。

当第３四半期会計期間における総資産は32,313,043千円となり、前事業年度末比2,184,263千円の増加となり

ました。

流動資産は13,915,767千円で、前事業年度末比1,298,313千円の増加となりました。これは主に現金及び預金

254,621千円の減少、受取手形及び売掛金872,639千円の増加および商品及び製品574,300千円の増加によるもの

であります。

固定資産は18,397,276千円で、前事業年度末比885,950千円の増加となりました。これは主に取得による増加

2,428,488千円および減価償却による減少1,416,717千円等によるものであります。
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流動負債は15,193,350千円で、前事業年度末比664,323千円の減少となりました。これは主に短期借入金

500,000千円の減少および1年内返済予定の長期借入金291,520千円の減少によるものであります。

固定負債は8,582,779千円で、前事業年度末比2,094,931千円の増加となりました。これは主に長期借入金

2,011,357千円の増加によるものであります。

純資産合計は8,536,914千円で、前事業年度末比753,654千円の増加となりました。これは主に四半期純利益

865,926千円によるものであります。

 
(2）経営方針・経営戦略等

当社は、「２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況分析 (3)事業上及び財務上の対

処すべき課題②会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み　b 中長期的な経営戦略」に記載の通り平成30

年８月10日付で5ヵ年の中期経営計画「TGC300」を公表し、今年度からスタートさせております。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、会社法施行規則第118条第３号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方

に関する基本方針」(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)の内容は下記のとおりです。

① 会社の支配に関する基本方針の内容

当社は、昭和29年の設立以来、独創的な視点を大切にした研究・開発に注力し、現在ではフォトレジスト向け

の感光性材料等の製造・販売を中心とした「感光性材料事業」、香料材料の製造・販売及び電子材料向け溶剤を

中心とする高付加価値品の製造・販売及びリサイクル、ならびに液体化学品の保管業務を行う「化成品事業」を

営んでおります。

当社事業の特徴として、①顧客企業と研究開発段階からの技術的な摺り合せによる参入障壁の構築、②長年に

わたり蓄積された高い生産技術力、③事業環境の変化への対応力を高める成長事業と基盤事業を組み合わせた事

業ポートフォリオの構築、④各事業が密接に結び付くことによる大きなシナジー効果等により、国内のみなら

ず、世界各国のお客様より高い評価をいただいております。

当社は、当社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方について、当社の経営理念や企業価値のさまざ

まな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が認められてお

り、当社の株式に対する大規模な買付行為や買付提案があった場合においても、当該大規模な買付等が当社の企

業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば一概に否定するものではなく、これに応じる

か否かは最終的に株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えております。

しかしながら、このような大規模な買付等の中には、専ら買付者自らの利潤のみを追求しようとするもの、株

主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資

さないものも少なくありません。

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模な

買付等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

 

②  会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社では、中長期的な経営戦略及びコーポレート・ガバナンスの強化の両面より、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益の確保・向上に努めており、次の施策が会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えて

おります。

ａ  経営の基本方針

当社は、経営方針として「①安全操業を最優先し、従業員、協力会社社員、地域住民など関係者の安心でき

る操業環境を確保する。②法令や社内ルールを遵守するとともに、誠実かつ公正な企業活動を行う。③世界最

高のマイクロストラクチャー構造材料を国際社会に提供する。④常に新製品、新プロセス、新サービスを開発

する。⑤生産技術の高度化を推進し、新プロセスを開発、安定品質で市場競争を勝ち抜く。⑥国内外隔たりな

く企業活動を展開し、日本を代表するグローバル企業となる。⑦全社をあげて、常に能力開発に努め、個人の

能力の向上を通じて創造性を発揮し、社会に貢献する。」を掲げております。当社は、この経営方針に基づ

き、積極的な事業展開を進め、業容の拡大と業績の向上に邁進し、高品質かつ高機能の材料を安定的に供給す

ることにより、産業全体の発展と高度化に役立つことを目指しております。
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また、創業以来、「当社の生命線は研究開発力にある」を理念に、独創的な視点を大切にした研究開発力の

増強と生産技術の向上に努め、蓄積された技術やノウハウを活用して市場ニーズに迅速かつ的確に対応し、有

機合成から、分離精製、プラントエンジニアリング、化成品物流等に至るまで、事業分野及び事業規模を着実

に拡大させることにより化学産業界で独自の地位を築き、当社の永続的発展を通じてお客様、株主の皆様、従

業員等の利害関係者に貢献することを目指しております。

ｂ  中長期的な経営戦略

 当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上のため、５ヵ年の中期経営計画「TGC300」を策定し、今

年度からスタートさせています。

　本中期経営計画では、「当社が蓄積してきた高純度合成力、精製技術により磨きをかけ、顧客品質を満たす

安定供給体制を構築し、世界の技術革新に資する人・組織・事業の成長の三立を実現する」というコンセプト

の下、「顧客課題、技術課題一つ一つを真摯に独創的な視点で解決し、超高品質と生産性を両立し、世界No.1

ダントツ企業となる」というビジョンを掲げ、5年後の数値目標である売上高300億円以上、経常利益30億円以

上、経常利益率10%以上の実現に向けて取り組んでまいります。

　なお、セグメント戦略、全社戦略は次の通りです。

＜セグメント戦略＞

　■感光材セグメントの生産能力拡大

 　・顧客品質の継続的実現により、電子材料の技術革新に貢献する

 　 ・先端半導体を支える超高純度合成と生産性向上の両立

　■化成品セグメントの事業強化

 　 ・先端半導体向け超高純度溶剤の品質・開発・安定供給体制の強化

 　 ・化学専業タンクターミナルとしての自動化促進と更なる高付加価値化

＜全社戦略＞

　■人材育成

　 ・生産性向上に向けた人材育成の強化

　 ・文化的多様性を許容できる次世代ビジネスリーダーの育成

　■技術戦略の強化

 　 ・顧客品質と生産性を両立する製造技術開発強化

　 ・蓄積された世界随一の高純度製造ノウハウとIoT技術の融合による生産性の向上

　 ・技術シーズを事業化する体制を強化し、次世代のビジネスポートフォリオの構築を図る

　■経営基盤の強化

 　・機能性材料サプライチェーンを支える安全技術力を高める

 　 ・企業価値向上を目的としたガバナンス体制を構築する

 

ｃ  コーポレート・ガバナンスの強化への取組み

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を実現するためには、株主価値を高めることが課題であると認識

しており、経営の効率化・健全化を積極的に進めるとともに、経営の透明性を高めるためコーポレート・ガバ

ナンスの強化に取り組んでおります。

当社は監査役会設置会社及び執行役員制度を採用し、取締役会による「意思決定・監督」と管掌取締役及び

執行役員による「業務執行」、監査役及び会計監査人による「監査」により、経営監督・監査と執行の機能を

分担して運営しております。

取締役の責任明確化と経営環境の変化に柔軟に対応するため、取締役の任期を１年としております。また、

社外取締役及び社外監査役を選任しており、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に従い独立役員と

して届け出ております。これらの社外役員と代表取締役社長による連絡会を四半期に一度開催し、経営や企業

統治に関する様々な助言を得ることができる機会を設け、コミュニケーションの強化を図っております。

これらの取り組みにより株主の皆さまをはじめとする様々なステークホルダーとの信頼関係をより一層強固

なものにし、企業価値の継続的な向上をめざしてコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
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③  会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組み

当社は、上記会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、平

成29年５月12日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」(以下「本プラン」

といいます。)の継続を決議し、平成29年６月23日開催の当社第67回定時株主総会において、本プランについて

株主の皆様にご承認をいただき継続しております。

本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすること

を目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株

券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。

本プランにおける大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関しては、次のとおり一定のルール

(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設けており、大規模買付ルールによって、①事前に大規模買付者が

当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付

による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、またはその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締

役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、または株主検討期間を設ける場

合には取締役会評価期間及び株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。

本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為

に対する対抗措置は講じません。ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても

当該大規模買付行為が、結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律

及び当社定款が認める検討可能な対抗措置をとることがあります。

このような対抗措置をとる場合、その判断の客観性及び合理性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動

に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者から選任さ

れた委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の

是非について、取締役会評価期間内に対抗措置発動の是非または対抗措置の発動について株主総会に付議するこ

との要否を、取締役会に対し勧告するものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し

て、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

なお、本プランの有効期限は平成32年６月30日までに開催される当社第70回定時株主総会の終結の時までとし

ます。本プランは、当社第67回定時株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①当社株主総会に

おいて本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃

止する旨の決議等が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。継続後の本プランの詳細につきま

しては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。

(当社ウェブサイト  http://www.toyogosei.co.jp)

 

④  本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会

社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

本プランは、a 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、b 株主共同の利益の確保・向上の目的を

もって導入されていること、c 株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映するものであること、d 

独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の判断を重視するものであること、e デッドハンド型及びス

ローハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

(4）研究開発活動

　当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は610,709千円であります。

なお、当第３四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

EDINET提出書類

東洋合成工業株式会社(E01051)

四半期報告書

 6/18



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,000,000

計 30,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成31年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 8,143,390 8,143,390

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 8,143,390 8,143,390 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高

（千円）

平成30年10月１日～

平成30年12月31日
― 8,143,390 ― 1,618,888 ― 1,514,197

 

 

(5) 【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成30年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

 平成30年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － ― ―

議決権制限株式（自己株式等） － ― ―

議決権制限株式（その他） － ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 206,100 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,934,800 79,348 ―

単元未満株式 普通株式 2,490 ― ―

発行済株式総数 8,143,390 ― ―

総株主の議決権 ― 79,348 ―
 

 

② 【自己株式等】

 平成30年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

東洋合成工業株式会社
千葉県市川市上妙典

1603
 206,100 ― 206,100 2.53

計 ― 206,100 ― 206,100 2.53
 

 

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成30年10月１日から平成30年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日に名称を変更し、EY新日

本有限責任監査法人となりました。

 

３．四半期連結財務諸表について

　　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

 (1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,525,526 2,270,904

  受取手形及び売掛金 ※２  3,695,501 ※２  4,568,140

  商品及び製品 4,478,876 5,053,176

  仕掛品 167,361 44,252

  原材料及び貯蔵品 1,462,315 1,578,614

  その他 291,639 405,290

  貸倒引当金 △3,765 △4,611

  流動資産合計 12,617,454 13,915,767

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 6,684,898 7,575,414

   機械装置及び運搬具（純額） 2,893,450 4,294,663

   土地 4,835,945 4,835,945

   その他（純額） 2,170,850 930,195

   有形固定資産合計 16,585,145 17,636,219

  無形固定資産   

   その他 331,042 288,437

   無形固定資産合計 331,042 288,437

  投資その他の資産   

   その他 595,138 472,618

   投資その他の資産合計 595,138 472,618

  固定資産合計 17,511,325 18,397,276

 資産合計 30,128,780 32,313,043

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※２  2,872,471 ※２  2,945,007

  短期借入金 6,700,000 6,200,000

  1年内返済予定の長期借入金 3,123,031 2,831,510

  未払法人税等 151,337 301,531

  賞与引当金 405,535 256,541

  その他の引当金 32,054 27,411

  その他 ※２  2,573,244 ※２  2,631,347

  流動負債合計 15,857,673 15,193,350

 固定負債   

  長期借入金 4,637,200 6,648,557

  退職給付引当金 1,306,112 1,376,190

  役員退職慰労引当金 62,029 69,764

  その他 482,505 488,267

  固定負債合計 6,487,847 8,582,779

 負債合計 22,345,520 23,776,129
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成30年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,618,888 1,618,888

  資本剰余金 1,541,589 1,541,589

  利益剰余金 4,667,264 5,453,818

  自己株式 △89,179 △89,205

  株主資本合計 7,738,562 8,525,091

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 44,696 11,822

  評価・換算差額等合計 44,696 11,822

 純資産合計 7,783,259 8,536,914

負債純資産合計 30,128,780 32,313,043
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 (2) 【四半期損益計算書】

  【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 15,299,631 17,237,185

売上原価 12,175,714 13,642,336

売上総利益 3,123,916 3,594,849

販売費及び一般管理費 2,122,988 2,239,136

営業利益 1,000,928 1,355,712

営業外収益   

 受取利息 417 610

 受取配当金 7,025 6,643

 為替差益 20,595 31,098

 受取家賃 12,473 15,511

 その他 24,840 25,862

 営業外収益合計 65,351 79,727

営業外費用   

 支払利息 106,185 84,864

 その他 12,684 19,793

 営業外費用合計 118,869 104,658

経常利益 947,409 1,330,781

特別利益   

 固定資産売却益 154,109 ―

 投資有価証券売却益 ― 21,673

 特別利益合計 154,109 21,673

特別損失   

 固定資産除却損 11,504 31,782

 特別損失合計 11,504 31,782

税引前四半期純利益 1,090,014 1,320,672

法人税、住民税及び事業税 111,723 382,166

法人税等調整額 247,281 72,579

法人税等合計 359,005 454,745

四半期純利益 731,009 865,926
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【注記事項】

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期会計期

間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に

表示しております。

 
(四半期貸借対照表関係)

１ 受取手形割引高及び債権流動化による売掛債権譲渡額

 
前事業年度

（平成30年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成30年12月31日）

債権流動化による売掛債権譲渡額 1,546,367千円 1,537,865千円
 

 

※２ 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当

四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日

残高に含まれております。

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成30年12月31日)

受取手形 54,155千円 23,247千円

支払手形 89,180  97,341

設備関係支払手形 27,715  1,844
 

 

　３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。

また、設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメント期間付シンジケートローン契約

を締結しております。

　これらの契約に基づく当第３四半期会計期間末日の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成30年12月31日)

貸出コミットメントの総額 2,150,000千円 2,200,000千円

借入実行残高  ― ―

 差引額 2,150,000 2,200,000
 

 　　　　

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成30年12月31日)

貸出コミットメントの総額 6,400,000千円 6,400,000千円

借入実行残高 ― 1,742,000

 差引額 6,400,000  4,658,000
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

  
前第３四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

減価償却費 1,259,786千円 1,416,717千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月12日
取締役会

普通株式 39,686 5.0 平成29年３月31日 平成29年６月26日 利益剰余金

平成29年11月10日
取締役会

普通株式 39,686 5.0 平成29年９月30日 平成29年12月８日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

　　　 該当事項はありません。

 
当第３四半期累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月11日
取締役会

普通株式 39,686 5.0 平成30年３月31日 平成30年６月25日 利益剰余金

平成30年11月９日
取締役会

普通株式 39,686 5.0 平成30年９月30日 平成30年12月13日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

　　　 該当事項はありません。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

   前第３四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額
四半期損益
計算書計上額

(注)感光性材料事業 化成品事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 8,529,788 6,769,843 15,299,631 ― 15,299,631

　セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 188,952 188,952 △188,952 ―

計 8,529,788 6,958,795 15,488,583 △188,952 15,299,631

セグメント利益又は損失(△) 1,035,258 △34,329 1,000,928 ― 1,000,928
 

(注) セグメント利益又は損失は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 重要な事項はありません。　
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   当第３四半期累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額
四半期損益
計算書計上額

(注)感光性材料事業 化成品事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 9,465,964 7,771,220 17,237,185 ― 17,237,185

　セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― 184,190 184,190 △184,190 ―

計 9,465,964 7,955,410 17,421,375 △184,190 17,237,185

セグメント利益 941,451 414,261 1,355,712 ― 1,355,712
 

(注) セグメント利益又は損失は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 重要な事項はありません。　

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 92円10銭 109円10銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額（千円） 731,009 865,926

   普通株主に帰属しない金額(千円) ―  ―

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 731,009 865,926

    普通株式の期中平均株式数(株) 7,937,343 7,937,239
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

　　　平成30年11月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　　　（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・39,686千円

　　　　（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・5円00銭

　　　　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成30年12月13日

　　　　　(注)平成30年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成31年２月12日

東洋合成工業株式会社

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 植　　木　　貴　　幸 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 金　　澤　　　　　聡 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋合成工業株

式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第69期事業年度の第３四半期会計期間（平成30年10月１日から

平成30年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、東洋合成工業株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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